
第４期雲南市農業委員会第１６回総会議事録 

 
１．日  時   平成２４年１０月２３日（火） １３：３０～１４：２０ 
 
２．場  所   木次町 下熊谷交流センター  
 
３．出席委員（３３名）     

１番 内部武雄   ２番 永井尚二   ３番 錦織邦男   ４番 渡部満憲 
５番 宇都宮敏章  ６番 日野一夫   ７番 片寄健治   ８番 竹下房子   

１０番 竹内 勉  １１番 狩野幹美  １２番 持田明典  １４番 杉山正美 
 １５番 鳥谷悦雄   １６番 星野朝義  １７番 川上藘求  １８番 嘉本輝雄 

 １９番 白築 進  ２０番 白築美雄  ２１番 山本博子  ２２番 藤原克巳  

 ２４番 青木征温  ２５番 名原玲子  ２６番 小田久義  ２７番 藤原修至  

 ２８番 高田 耕  ２９番 加藤一郎  ３０番 廣澤幸博  ３１番 石橋義明  

３３番 周藤寛洲  ３４番 橋本 博  ３５番 陶山直利  ３６番 勝部有二   

３７番 板持 庸   

 

４．欠席委員（４名）  ９番 高島幹雄   １３番 高橋敬二  ２３番 白築 剛  
３２番 武田京子   

    

５．事務局又は説明者    事務局長 杉原律雄   統括主幹 景山修二   

            主 幹 菊地隆克   副 主 幹 山中亜希子 

               

６．議事日程 

  日程第１  議事録署名委員の指名 

  日程第２  諸報告 

  日程第３  議案の上程 

・議第９５号 農地法第２条の規定による非農地証明申請に対する認定について 

・議第９６号 農地法第３条の規定による許可申請について 

・議第９７号 農地法第４条の規定による許可申請に対する意見について 

・議第９８号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見について 

・議第９９号 農地転用事業計画変更申請に対する意見について 

 

７．議  事 

発信者 議     事     要     旨 

事務局 
 

定刻になりましたので、ただ今より開会いたします。 
ご起立ください。一同ご礼。ご着席ください。 

 



 

発信者 議     事     要     旨 

議 長 
 
 
 
 

 
 
議 長 

 
 
 

議 長 
 

事務局 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
議 長 

 
 
 
 

議 長 
 
 
 
 

事務局 

 

 

 

ただ今から平成２４年第１６回総会を開会いたします。 
ただ今の出席委員は３３名であります。欠席委員は９番高島委員、１３番高橋委員、２３番

白築委員、３２番武田委員から欠席届が出ております。 
雲南市農業委員会会議規則第５条の規定により、定足数に達しておりますので、これから雲

南市農業委員会第１６回総会を開会いたします。 
本日の議事日程は、お手元にお配りしているとおりです。 

 

日程第１、議事録署名委員の指名を行います。 
議事録署名委員は、雲南市農業委員会会議規則第１３条の規定により、３１番石橋委員、３

３番周藤委員を指名します。 
 
日程第２、諸報告を行います。 
 
【諸届及び会務等について事務局より報告並びに説明】 

 ・農地法第３条の３第１項の規定による届出の受理について 

 ・農地法第４条第１項第８号届出書の受理について 

・田畑転換届出の受理について 

・合意解約届出（農地法第１８条第６項通知）の受理について 

 ・農地法第５条第１項の規定による届け出による受理について 

・公共事業の施工に伴う廃土処理の届出書の受理について 

 ・雲南市農業経営改善計画認定審査会について 

 ・雲南市農業者年金連絡協議会一日研修の実施について 

 ・会議等の予定について 

 

 以上で諸報告を終わります。質疑がございますか。質疑がある方は挙手の上発言をお願いい

たします。なお、発言をされる方は、議席番号とお名前をお願いいたします。 

 

（無しの声あり） 

 

無いようですので、以上で諸報告を終わります。 

日程第３、議案の上程を行ないます。 

それでは最初に、「議第９５号農地法第２条の規定による非農地証明に対する認定について」

を議題といたします。事務局より説明を求めます。 

 

議案書６ページをご覧ください。議第９５号農地法第２条の規定による非農地証明に対する

認定について」であります。 

申請番号１番、○○町○○△△‐△、地目は登記簿・田で現況・荒廃農地１筆、農用地区域

内で、面積は 1,329 ㎡です。権利の種別は非農地証明で、所有者は○○町○○の被相続人□□

□□さん、相続人□□□□さん、非農地の事由は「申請地は長年耕作しておらず、また山林に

隣接していることから荒廃が進み、山林・原野化している。今回非農地証明を受け、原野に地

目変更したい。」ということです。平成２４年１０月１５日に現地調査を行ないました。確認 
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は○○委員、○○委員、○○委員です。 
 非農地証明の対象となる農地についてですが、今回のこの土地は、耕作不適などやむを得な

い事情によって長期間耕作放棄したため、自然改廃し雑木等が繁茂した農地で、農地への復旧

が困難な土地であるため、非農地証明して問題ないと考えます。 
 以上、よろしくご審議願います。 
 

ただ今、事務局より説明がありましたが、確認された委員で特に補足説明をする必要があれ

ば、説明をお願いします。 

 

 （無しの声あり） 
 
無いようですので、質疑に入ります。ただ今事務局から説明がございましたが、ご質疑がご

ざいますか。質疑がある方は挙手の上発言願います。 
 
（無しの声あり） 
 

無いようですので、質疑を終わります。 
お諮りいたします。 
「議第９５号農地法第２条の規定による非農地証明に対する認定について」は、申請のとおり

非農地として認定することにご異議ございませんか。 
 
（無しの声あり） 
 
異議なしと認めます。 

よって、「議第９５号農地法第２条の規定による非農地証明に対する認定について」は、申請の

とおり非農地として認定することに決定いたしました。 

 

それでは次に、「議第９６号農地法第３条の規定による許可申請について」を議題といたしま

す。事務局より説明を求めます。 

 

議案書８ページをご覧ください。「議第９６号農地法第３条の規定による許可申請について」

であります。 

申請番号１番、○○町○○△△、地目は登記簿・現況とも畑で、農用地区域内です。面積は

904 ㎡、権利の種別は３条の有償移転で、譲渡人は○○町○○の□□□□さん、申請事由は、「高

齢になり耕作が困難になったため譲渡する。」ということです。譲受人は、○○町○○の□□□

□さん、申請事由は、「申請地を譲り受け、農業経営を拡大する。」ということです。土地代は

１０アール当たり 452,000円で確認は○○委員です。 

続きまして申請番号２番、○○町○○△△-△、地目は登記簿田・現況畑で面積は 200㎡、権

利の種別は３条の有償移転で、譲渡人は○○町○○の□□□□さん、申請事由は、「譲受人より

申請地購入の要望があり譲渡する。」ということです。譲受人は、○○町○○の□□□□さん、 
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申請事由は、「申請地を譲り受け、農業経営を拡大する。」ということです。土地代は、１０ア

ール当たり 120,000円、確認は○○委員です。 

 続きまして申請書番号３番と４番ですが、交換による案件ですので、一緒に説明させていた

だきます。図面の１３ページをご覧ください。 

 申請番号３番、○○町○○△△-△、地目は登記簿・現況とも畑で面積は 34 ㎡、権利の種別

は３条の無償移転で、譲渡人は○○町○○の□□□□さん、申請事由は、「形状が不整形のため、

申請地を譲渡し、その代替え地として自己所有農地の隣接地を交換により譲り受け、農業経営

を拡大する。」ということです。譲受人は、○○町○○の□□□□さん、申請事由は、「申請地

を譲り受け、隣接している自己所有農地と一体的に耕作し、農業経営を拡大する。」ということ

です。 

申請番号４番、○○町○○△△-△外○筆、地目はいずれも登記簿・現況とも畑で面積は２筆

合計 34 ㎡、権利の種別は３条の無償移転で、譲渡人は○○町○○の□□□□さん、申請事由は、

「形状が不整形のため、申請地を譲渡し、その代替え地として自己所有農地の隣接地を交換に

より譲り受け、農業経営を拡大する。」ということです。譲受人は、○○町○○の□□□□さん、

申請事由は、「申請地を譲り受け、隣接している自己所有農地と一体的に耕作し、農業経営を拡

大する。」ということです。いずれも交換による案件であり、双方とも土地代は無償で、確認は

２件とも○○委員です。この２つの案件ですが、△△-△と△△-△の土地にまたがって、防火

貯水槽を建設される予定であり、周辺の○○さんと○○さんの農地がそれぞれ間に挟まれた状

態となっており、一体的に使用できるように交換されるものです。 

申請番号５番、○○町○○△△-△外○筆、地目は登記簿畑、現況畑が２筆で面積は合計 142

㎡、登記簿田、現況田が２筆で面積は合計 3,157㎡ ４筆合計 3,299 ㎡で、いずれも農用地区

域内、権利の種別は３条の無償移転です。譲渡人は○○町○○の□□□□さん、申請事由は、

「元来、実家の土地であり、実家の後継者である譲受人に譲渡する。」ということです。譲受人

は○○町○○の□□□□さん、申請事由は、「申請地を譲り受け、農業経営を拡大する。」とい

うことです。土地代は無償で、確認は○○委員です。こちらの案件ですが、譲渡人の○○さん

は、嫁に行かれて○○姓となっておられますが旧姓は○○さんです。他に２人の姉妹がおられ

ますが、いずれも県外に嫁いでおられます。○○さんの父親が早くに亡くなられたため、○○

さんの祖父に当る方が養子縁組なしの婿養子の状況で、○○さんの母と結婚されましたが、こ

の祖父に当たる方は相続権がないため、直接相続できなかったことから、○○さんが相続人と

なっておられたようです。その後、この祖父も亡くなられ、○○さんの父親も亡くなっておら

れ、今回の申請で○○さんに譲渡されるものです。 

 申請番号６番、○○町○○△△-△外○筆、地目は登記簿・現況とも田が６筆でいずれも農用

地区域内、面積は 4,245㎡、登記簿・現況とも畑が１筆で面積は 1,637㎡、７筆合計 5,882㎡

です。権利の種別は３条の使用貸借で、譲渡人は○○町○○の□□□□さん、申請事由は「借

受人である妻が経営移譲年金を受給する予定であり、引き続き申請地を貸し出すため。」という

ことです。譲受人は、○○町○○の□□□□さん、申請事由は「申請地を譲り受け、農業経営

を主宰する。」ということです。賃料は無償で、確認は○○委員です。 

申請番号７番、○○町○○△△-△外○筆、地目は登記簿田、現況畑が１筆で、面積は 1,027

㎡、登記簿・現況とも畑が２筆でいずれも農用地区域内、面積は２筆合計 1,642㎡、３筆合計

2,669㎡です。権利の種別は３条の有償移転で、譲渡人は○○市○○町の□□□□さん、申請 
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議 長 

事由は「遠方に居住しており、耕作が困難なため。」ということです。譲受人は、○○市○○

町の□□□□さん、申請事由は「申請地を譲り受け、農業経営を拡大する。」ということです。

土地代は１０アール当たり24,000円で、確認は○○委員です。こちらの案件ですが、○○さん

と○○さんの関係は、知り合いということです。譲渡人の○○さんは元々○○にお住まいでし

たが、現在は○○市在住です。譲受人の○○さんも○○市に在住しておられますが、御本人の

意向を伺い耕作の意思を確認しました。また○○市農業委員会へ耕作の状況について伺いまし

たが、畑を耕作しておられ、「耕作放棄地等の状況はない」との確認もしました。したがいま

して、通作され適正に管理されるものと判断したところです。また下限面積につきましては、

申請地の面積と譲受人が○○市で耕作されている面積の合計が、○○町の４０アールを越える

ことから、許可できるものと判断しました。 

以上７件の案件とも、「周辺地域の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生ずる

恐れはなく、譲受人の経営農地は全て耕作されており機械の保有、農作業の従事状況等からみ

て全ての農地について効率的に利用できるもの」と見込まれ、下限面積要件も満たしています。

したがって、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしている

と考えます。 

以上７件の案件、ご審議をお願いします。 

 

ただ今、事務局より説明がありましたが、確認された委員で特に補足説明をする必要があれ

ば、説明をお願いします。 

 

 （無しの声あり） 

 

無いようですので、質疑に入ります。ただ今事務局から説明がございましたが、ご質疑がご

ざいますか。質疑がある方は挙手の上発言願います。 

 

 申請番号７番について、現在、譲受人は○○市内でどれくらい耕作しておられますか。また、

耕作の報告書等の提出はありますか。 

 

 ○○市農業委員会へ確認を行い、平成２４年１０月９日付で「耕作状況の確認について」と

いうことで報告がございまして、耕作しておられる面積は 1,593㎡です。農地法第３条第２項

第１号に該当していないこと、農地法第３条第３項第１号にも該当していないことの証明をい

ただいております。 

 

 今後は、市外の耕作面積、合計面積がすぐわかるように記載をお願いします。 

 

 わかりました。 

 

 他にはありませんか。 

 

 （無しの声あり） 
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議 長 

無いようですので、質疑を終わります。 

お諮りいたします。 

「議第９６号農地法第３条の規定による許可申請について」は、申請のとおり許可することに

ご異議ございませんか。 

 

（無しの声あり） 

 

異議なしと認めます。 

よって、「議第９６号農地法第３条の規定による許可申請について」は、申請のとおり許可する

ことに決定いたしました。 

 

それでは次に、「議第９７号農地法第４条の規定による許可申請について」を議題といたしま

す。事務局より説明を求めます。 

 

１３ページをご覧ください。「議第９７号農地法第４条の規定による許可申請について」であ

ります。 

申請番号１番、○○町○○△△-△、地目は登記簿田、現況畑、面積は 1,420 ㎡の内、1,160

㎡です。申請人は、○○町○○の□□□□さん、転用目的は共同住宅で、住宅１棟、自転車置

場、物置と駐車区画１６台分を建設されます。転用理由は、「貸集合住宅を建築する。」という

ことです。農用地区域外で、確認は○○委員、都市計画区域の第１種住居地域に指定されてお

り、都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域が定められていることから、第３種農

地と判断しました。第３種農地の転用は原則転用可能となっております。 

以上１件の案件、ご審議をお願いします。 

 

ただ今、事務局より説明がありましたが、確認された委員で特に補足説明をする必要があれ

ば、説明をお願いします。 

 

 （無しの声あり） 

 

無いようですので、質疑に入ります。ただ今事務局から説明がございましたが、ご質疑がご

ざいますか。質疑がある方は挙手の上発言願います。 

 

（無しの声あり） 

 

無いようですので、質疑を終わります。 

お諮りいたします。 

「議第９７号農地法第４条の規定による許可申請について」は、申請のとおり承認とし、県に

進達することにご異議ございませんか。 

 

（無しの声あり） 
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議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

異議なしと認めます。 

よって、「議第９７号農地法第４条の規定による許可申請について」は、申請のとおり承認と

し、県に進達することに決定いたしました。 

 

それでは次に、「議第９８号農地法第５条の規定による許可申請について」を議題といたしま

す。事務局より説明を求めます。 

 

１４ページをご覧ください。「議第９８号農地法第５条の規定による許可申請について」であ

ります。 

 申請番号１番、○○町○○△△-△、地目は登記簿田、現況畑、面積は 179㎡です。権利の種

別は所有権移転で、譲渡人は○○町○○の□□□□さん、譲受人は○○町○○の□□□□さん

です。転用目的は、一般個人住宅で、個人住宅１棟 45㎡、駐車区画 1台分を建設されます。転

用理由は「母屋が手狭になってきたため、今回申請地を譲り受け、住宅を新築したい。」という

ことです。農用地区域外でございまして、都市計画区域内の第１種住居地域に指定されており

ます。土地代は 10ａあたり 7,821,000 円で、確認は○○委員。農地区分は「都市計画法に規定

する用途地域が定められている第１種住居地域の農地である」ことから、第３種農地と判断い

たしました。許可条項ですが、第３種農地の転用は原則転用可能となっています。 

 申請番号２番、○○町○○△△-△、地目は登記簿田、現況雑種地、面積は 140㎡です。権利

の種別は使用貸借で、貸付人は○○町○○の□□□□さん、借受人は○○町○○の□□□□さ

んです。転用目的は、車庫（カーポート）１棟 49.74 ㎡を建設されます。転用理由は「家族が

増え車庫が必要となり、申請地を借り受け車庫を設置したい。」ということです。始末書があり

まして、「今年の８月に市内建設会社より、市道改良工事に伴う仮説現場事務所・駐車場として

使用の依頼があり、契約期間終了の１１月９日まで許可をした。」ということです。農用地除外

が平成２４年７月１７日にされており賃料は無料で、確認は○○委員。農地区分は「農業公共

投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地である」ことから第２種農地と判断いた

しました。許可条項は法第５条第２項第２号に規定する「申請に係る農地に代えて周辺の土地

を供することにより転用目的を達成することができない。」場合の「代替性なし」に該当すると

考えます。貸付人と借受人は親子関係でありまして無償で貸し付けるということです。また、

貸付人と借受人の住所の相違は、現在貸付人が福祉施設に入所しておられることからです。 

 申請番号３番、○○町○○△△-△、地目は登記簿田、現況事業用地、面積は 1,201㎡です。

権利の種別は賃貸借で、貸付人は○○町○○の□□□□さん、借受人は○○市○○町の建設業

者株式会社○○です。転用目的は、事業用用地で現場事務所 1棟 39㎡、休憩所 1棟 23㎡、駐

車区画 4 台分を建設されます。転用理由は「○○・○○自動車道○○地区外側道工事のため、

現場事務所を設置するため。」ということです。農用地区域内の農地で賃料は 10ａあたり

208,000 円、期間は平成２５年５月３１日までで確認は○○委員、○○委員です。許可条項は

農用地区域内農地であるため、施行令第１８条第１項第１号イの「申請に係る農地を仮設工作

物の設置その他の一時的な利用に供するもの」に該当すると考えます。この土地については、

以前に４社の業者が利用しておられまして、今回が７回目の一時転用申請として株式会社○○

が事業用地として利用されます。 

以上３件の案件、ご審議をお願いします。 



 

発信者 議     事     要     旨 

議 長 

 

 

３０番 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

ただ今、事務局より説明がありましたが、確認された委員で特に補足説明をする必要があれ

ば、説明をお願いします。 

 

申請番号２番について、内容につきましては事務局から説明があった通りでございます。こ

の度、車庫を建設されたく転用申請されたところです。車庫予定地の前に市道が接しておりま

すが、道路改良工事が始まり工事を請け負われた会社から、「車庫予定地を現場事務所・駐車場

として使わせて欲しい」との申し出がありました。貸付人の○○さんは、期間も短いので許可

された次第です。ご審議をよろしくお願いします。 

 

他にはありませんか。 

 

 （無しの声あり） 

 

無いようですので、質疑に入ります。ただ今事務局から説明がございましたが、ご質疑がご

ざいますか。質疑がある方は挙手の上発言願います。 

 

（無しの声あり） 

 

無いようですので、質疑を終わります。 

お諮りいたします。 

「議第９８号農地法第５条の規定による許可申請について」は、申請のとおり承認とし、県に

進達することにご異議ございませんか。 

 

（無しの声あり） 

 

異議なしと認めます。 

よって、「議第９８号農地法第５条の規定による許可申請について」は、申請のとおり承認と

し、県に進達することに決定いたしました。 

 

それでは次に、「議題９９号農地転用事業計画申請に対する意見について」を議題といたしま

す。事務局より説明を求めます。 

 

１６ページをご覧ください。「議題９９号農地転用事業計画申請に対する意見について」であ

ります。 

 申請番号１番、○○町○○△△-△、地目は登記簿田、現況宅地、面積は 489 ㎡です。権利の

種別は所有権移転で、譲渡人は○○町○○の□□□□さん、譲受人は○○町○○の□□□□さ

ん、□□□□さんの共有です。転用目的は、一般個人住宅で個人住宅１棟 63.75 ㎡です。転用

理由は「当初、車庫兼物置及び駐車場を計画していたが、継承者より居宅を建築したいとの申

し出があり、個人住宅用地に計画変更したい。」ということです。当初許可日は、平成２１年１

２月１１日で確認は白築委員です。計画通り事業を遂行できない理由は、「継承者より居宅を 



 

発信者 議     事     要     旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

２９番 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議 長 

建築したいとの申し出があったため。」ということです。譲渡人と譲受人は親子関係でして、継

承者であります譲受人から「居宅を建築したい」との申し出がありました。所有権が変わって

くることになります。従いまして、この所有権移転の変更が許可された後に、５条の所有権移

転の申請を出される計画であります。 

 申請番号２番、○○町○○△△-△、地目は登記簿田、現況雑種地、面積は 319㎡です。権利

の種別は所有権移転で、譲渡人は○○市○○区○○の□□□□さん、譲受人は○○町○○の□

□□□さんです。転用目的は、一般個人住宅で個人住宅１棟 74.31 ㎡を建築されます。転用理

由は「現在、○○町地内で両親の世話をしながら居住しているが、子供２人は○○町内の賃貸

住宅におり、○○町内の学校に通学している。子供の学校区を変更せず、両親の世話がしやす

い場所として申請地が最適地と判断したため。」ということです。当初許可日は、平成４年１月

２８日で確認は○○委員です。計画通り事業を遂行できない理由は、「塗装事業が計画通りにい

かず、廃業したため、当初計画していた倉庫を建設できなくなったため。」ということです。申

請番号１番と同じく、もともと別の所有者がおられて所有権移転の転用手続きをしておられま

したけれど、今回、転用理由と所有者の方が変更になるということとで、事業計画の変更の申

請を出されました。所有権移転の変更の許可を受けられた後に、５条の所有権移転の申請を出

されることになっておりますのでご承知おきください。 

以上２件の案件、ご審議をお願いします。 

 

ただ今、事務局より説明がありましたが、確認された委員で特に補足説明をする必要があれ

ば、説明をお願いします。 

 

 （無しの声あり） 

 

無いようですので、質疑に入ります。ただ今事務局から説明がございましたが、ご質疑がご

ざいますか。質疑がある方は挙手の上発言願います。 

 

 申請番号２番について、許可から２０年位経っています。他にも同じようなことがあるよう

に思いますが、２０年経って「業務が遂行できなくて変更」ということはどうでしょうか。今

後は、５年、１０年位の時点で葉書を出すなどして、事業の様子を確認した方がよいのではな

いでしょうか。 

 

 本来、許可が出て工事などをされ、完了届が出て終わりとなります。完了届が出ていない事

案もいくらかあると思います。こちらの方でも整理をして確認すべきではないかと思っていま

す。事務局で検討したいと思います。最終的には地目変更を行なっていただかなければいけま

せんので、県とも相談しながら整理していきたいと思います。 

 

他にはございませんか。 

 

（無しの声あり） 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

無いようですので、質疑を終わります。 
お諮りいたします。 
「議題９９号農地転用事業計画申請に対する意見について」は、申請のとおり承認とし、県

に進達することにご異議ございませんか。 
 
（無しの声あり） 
 
異議なしと認めます。 
よって、「議題９９号農地転用事業計画申請に対する意見について」は、申請のとおり承認と

し、県に進達することに決定いたしました。 

 

以上で本日の議事日程は全て終了し、閉会といたします。 
なお、１１月の総会は１１月２０日（火）午後１時３０分から「木次町下熊谷交流センター」

で開催いたします。 
 
ご起立下さい。 

 一同ご礼。 
 ご着席願います。 
  
 
 
次にその他事項に入ります。事務局より説明願います。 

 
【その他事項】 
 (1) 全国農業新聞等の情報活動の強化について 

(2) 農業委員会視察研修について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 
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